
高額療養費制度の上限額見直しは令和８年度と令和９年度の２段階にわけて実施します。

下の表は令和８年８月から令和９年７月までの内容です。令和９年８月以降の見直しについては、

厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

自己負担限度額(月額)

外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並Ⅲ
270,300円+(医療費-901,000円)×1%

〈140,100円〉【年間上限1,680,000円】

現役並Ⅱ ３割
179,100円+(医療費-597,000円)×1%

〈93,000円〉【年間上限1,110,000円】

現役並Ⅰ
85,800円+(医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉【年間上限530,000円】

一般Ⅱ ２割

一般Ⅰ １割

低所得者Ⅱ １割 8,000円 24,600円
11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円〈24,600円〉

【年間上限290,000円】

低所得者Ⅰ １割 8,000円 15,000円 8,000円
15,700円

【年間上限180,000円】

※〈   〉は、過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担額を超えた分の支給が３回以上あった場合の４回目以降の限度額です。

所得区分やかかった医療費の確認はお住まいの市町後期高齢者医療担当までお尋ねください。

61,500円〈44,400円〉

【年間上限530,000円】

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

〈44,400円〉

22,000円

(年間上限216,000円)

高額療養費制度の上限額

令和８年８月から令和９年７月まで

所得の区分
自己負担

割合

いままで(令和８年７月まで) これから(令和８年８月から令和９年７月まで)

自己負担限度額(月額)


